
紹介と批評

石
川
明
編
集
代
表

『
E
U
法
の
現
状
と
発
展
　
ゲ
オ
ル
ク
・

　
レ
ス
教
授
六
五
歳
記
念
論
文
集
』

1
　
は
じ
め
に

　
本
書
が
献
呈
さ
れ
た
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ス
（
0
8
渥
菊
窃
ω
）
教
授

は
、
公
法
、
国
際
法
、
E
U
法
等
幅
広
い
領
域
を
専
門
と
さ
れ
、
ザ

ー
ル
ラ
ン
ト
大
学
教
授
お
よ
び
同
大
学
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
所
長
を
長

く
務
め
ら
れ
た
。
現
在
、
欧
州
人
権
委
員
会
委
員
を
経
て
、
欧
州
人

権
裁
判
所
判
事
と
し
て
の
要
職
に
就
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
が
国
を
含
む
世
界
中
で
レ
ス
教
授
の

法
学
者
と
し
て
の
評
価
は
極
め
て
高
く
、
慶
鷹
義
塾
大
学
、
パ
リ
第

五
大
学
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
等
に
お
い
て
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ

れ
て
い
る
。

　
わ
が
国
に
日
本
語
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
同
教
授
の
研
究
と
し
て
は
、

例
え
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
ド
イ
ツ
諸
州
の
参
加
」
（
大
濱
し

の
ぶ
訳
、
本
書
所
収
、
一
頁
以
下
）
、
「
E
U
に
お
け
る
基
本
権
保
護

1
今
日
の
問
題
」
（
入
稲
福
智
訳
、
『
E
U
の
法
的
課
題
』
慶
鷹
義
塾

大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
所
収
、
七
九
頁
以
下
）
、
「
E
U
の
民
主

主
義
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
入
稲
福
智
訳
、
『
平
成
法
政
研
究
』

第
三
巻
一
号
、
一
九
九
八
年
、
八
七
頁
以
下
）
、
「
欧
州
連
合
（
象
o

国
ξ
8
鐵
零
箒
　
C
三
自
）
と
そ
の
欧
州
諸
共
同
体
（
9
Φ
　
国
ξ
－

8
讐
ω
9
①
O
①
ヨ
虫
冨
3
鉱
辞
①
p
）
と
の
関
係
の
新
た
な
法
律
的
性

質
」
（
石
川
明
訳
、
『
E
C
統
合
の
法
的
側
面
』
成
文
堂
、
一
九
九
三

年
所
収
、
一
頁
以
下
）
な
ど
が
あ
る
。

　
本
書
の
編
集
代
表
で
あ
る
石
川
明
教
授
は
慶
鷹
義
塾
大
学
名
誉
教

授
で
あ
り
、
現
在
は
朝
日
大
学
大
学
院
教
授
を
務
め
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

石
川
教
授
は
わ
が
国
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
学
の
権
威
で
あ
り
、
同

教
授
の
ゼ
ミ
か
ら
は
多
く
の
人
材
が
輩
出
し
て
い
る
。
石
川
教
授
は

ま
た
、
長
く
慶
鷹
E
U
法
研
究
会
を
主
宰
し
て
こ
ら
れ
、
『
E
C
統

合
の
法
的
側
面
』
（
前
掲
）
お
よ
び
『
E
U
の
法
的
課
題
』
（
前
掲
）

の
編
著
者
で
も
あ
る
。

　
石
川
教
授
は
レ
ス
教
授
が
所
属
さ
れ
て
い
た
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
大
学

か
ら
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、
レ
ス
教
授
夫
妻
と
長
い

問
家
族
ぐ
る
み
の
ご
交
際
を
な
さ
れ
、
そ
の
門
下
生
の
多
く
も
ザ
ー

ル
ラ
ン
ト
大
学
に
留
学
し
、
レ
ス
教
授
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。

レ
ス
教
授
の
六
五
歳
の
記
念
に
論
文
集
を
献
呈
し
よ
う
と
い
う
声
が
、

石
川
教
授
の
門
下
生
お
よ
び
他
の
留
学
経
験
者
か
ら
自
然
と
わ
き
あ
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が
っ
た
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
評
者
は
残
念
な
が
ら
ザ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
レ
に
属
す
る
者
で
は
な
い

が
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
欧
州
人
権
裁
判
所
に
レ
ス

教
授
（
判
事
）
を
度
々
訪
ね
て
は
、
河
畔
に
あ
る
見
晴
ら
し
の
よ
い

同
裁
判
所
食
堂
で
昼
食
を
頂
き
な
が
ら
、
E
U
法
の
下
に
お
け
る
人

権
保
護
と
欧
州
人
権
条
約
と
の
関
係
や
E
U
と
し
て
の
法
人
格
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

無
等
に
つ
い
て
ご
指
導
を
賜
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
機
会
に
評
者

の
関
心
か
ら
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
い

て
E
U
法
が
絡
む
重
要
事
件
で
は
必
ず
レ
ス
教
授
が
指
導
的
役
割
を

　
　
　
　
　
（
3
）

果
た
さ
れ
て
い
る
。

2
　
本
書
の
構
成

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
序
文
、
一
七
本
の
論
文

お
よ
び
附
録
か
ら
成
る
。
な
お
、
邦
語
論
文
に
は
独
語
、
英
語
ま
た

は
仏
語
の
要
約
が
、
ま
た
、
独
語
ま
た
は
英
語
論
文
に
は
邦
語
の
要

約
が
、
添
付
さ
れ
て
い
る
。

序
文
　
　
石
川
明

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
諸
州
の
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ス
（
大
濱
し
の
ぶ
訳
）

欧
州
通
貨
同
盟
と
国
家
主
権
ー
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
を
め
ぐ
っ
て
　
　
　
　
　
　
岡
田
俊
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

国
際
議
会
主
義
の
歴
史
的
展
開
　
　
　
　
　
　
　
　
綱
井
幸
裕

E
U
統
合
と
フ
ラ
ン
ス
ー
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
と
憲
法
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
条
の
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
江
則
子

E
U
の
「
加
盟
基
準
」
と
ト
ル
コ
ー
加
盟
候
補
国
へ
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
谷
ま
ち
子

E
U
諸
国
の
対
L
D
C
投
資
に
関
わ
る
奨
励
保
護
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
櫻
井
雅
夫

E
U
デ
ー
タ
保
護
法
の
域
外
効
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
レ
ン
ツ

E
U
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
指
針
ー
ド
イ
ツ
著
作
権
法
に
お
け
る
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
化
と
日
本
法
と
の
比
較
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
小
橋
馨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

欧
州
統
合
に
よ
る
知
的
財
産
法
の
形
成
に
つ
い
て
　
角
田
光
隆

ス
ポ
ー
ツ
独
占
放
送
権
と
放
送
法
ー
ド
イ
ツ
の
短
時
間
ニ
ュ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
ス
報
道
権
と
イ
ベ
ン
ト
・
リ
ス
ト
規
制
　
　
　
　
鈴
木
秀
美

E
U
（
E
C
）
法
秩
序
に
お
け
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
役
割
ー

　
マ
シ
ュ
ー
ズ
判
決
を
中
心
に
　
　
　
　
　
　
　
庄
司
克
宏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

欧
州
人
権
条
約
の
積
極
主
義
的
解
釈
　
　
　
　
　
　
　
門
田
孝

外
国
離
婚
判
決
の
付
随
裁
判
の
承
認
ー
B
G
H
の
判
決
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
明

ド
イ
ツ
に
お
け
る
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
中
止
規
定
の
運
用
に
つ
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（
1
5
）

　
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
森
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
6
）

ド
イ
ツ
の
不
動
産
取
引
過
程
の
流
れ
に
つ
い
て
　
　
小
西
飛
鳥

E
C
法
体
系
下
に
お
け
る
ガ
ッ
ト
（
G
A
T
T
）
の
裁
判
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ー
7
）

　
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
稲
福
智

補
完
性
（
サ
ブ
シ
デ
ィ
ア
リ
テ
ィ
）
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
け
る
ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
憲
原
理
　
　
　
遠
藤
　
乾

レ
ス
教
授
略
歴

レ
ス
教
授
業
績
一
覧

3
　
各
論
文
の
要
約

　
本
書
所
収
の
論
文
は
次
の
五
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
は
、
E
U

法
な
い
し
E
U
と
加
盟
国
と
の
関
係
を
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
E
U
法
な
い
し
E
U
と
域
外
と
の
関
係
を
対
象
と
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
E
U
法
な
い
し
E
U
の
内
部
の
問
題
に

関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
関
連
す
る

も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
そ
の
他
の
論
文
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
E
U
法
な
い
し
E
U
と
加
盟
国
と
の
関
係

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
、
レ
ス
論
文
、
岡
田
論
文
、
安
江

論
文
、
小
橋
論
文
で
あ
る
。

　
レ
ス
論
文
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
制
定
お
よ
び
ド
イ
ツ
の

批
准
に
よ
り
、
州
が
文
化
を
は
じ
め
と
す
る
専
属
的
権
限
の
分
野
に

お
い
て
連
邦
の
E
U
レ
ベ
ル
に
お
け
る
意
思
形
成
に
国
内
的
に
参
加

す
る
と
と
も
に
、
E
U
理
事
会
に
州
の
代
表
が
参
加
し
う
る
こ
と
に

な
っ
た
点
に
着
目
し
、
そ
れ
に
伴
う
ド
イ
ツ
の
連
邦
主
義
に
お
け
る

構
造
的
変
容
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
「
対
外
関
係
に
お
い
て

は
外
務
大
臣
を
通
じ
て
唯
一
の
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
国
家
の
単
位

は
、
崩
壊
し
は
じ
め
て
い
ま
す
」
と
い
う
指
摘
、
ま
た
、
「
ド
イ
ツ

の
連
邦
主
義
は
『
共
同
体
化
（
8
筥
ヨ
⊆
轟
日
震
一
絃
）
』
さ
れ
、
そ

の
結
果
、
共
同
体
諸
機
関
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
「
予
言
」
は
極
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

　
岡
田
論
文
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約
批
准
に
関
す
る
判
決
の
う
ち
E
U
通
貨
同
盟
の
合
憲
性
に
関
す
る

判
断
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
を
丹
念
に
分
析
し
た
う
え
で
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
議
会
の
E
U
に
対
す
る
役
割
と
責
任
を
強

調
し
、
ユ
ー
ロ
導
入
後
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
が
離
脱
可
能
で
あ
る
と

い
う
留
保
を
示
し
た
こ
と
に
「
ド
イ
ツ
の
国
家
性
」
の
保
持
と
い
う

意
図
が
あ
る
と
喝
破
し
て
い
る
。

　
岡
田
論
文
は
ド
イ
ツ
議
会
と
E
U
の
関
係
に
関
連
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
安
江
論
文
は
フ
ラ
ン
ス
議
会
と
E
U
の
関
係

を
正
面
か
ら
扱
っ
て
い
る
。
同
論
文
は
、
と
く
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト

条
約
お
よ
び
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
制
定
に
伴
う
フ
ラ
ン
ス
憲
法

改
正
等
に
よ
り
、
同
国
議
会
が
E
U
関
連
法
案
の
精
査
に
よ
る
民
主
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的
統
制
を
発
展
さ
せ
て
き
た
軌
跡
を
詳
細
に
追
い
、
E
U
に
お
け
る

「
民
主
主
義
の
赤
字
」
を
埋
め
る
た
め
に
、
欧
州
議
会
の
権
限
強
化

と
並
ん
で
国
内
議
会
の
建
設
的
な
関
与
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

　
小
橋
論
文
は
、
E
U
で
採
択
さ
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
法
的
保
護

に
係
る
指
針
（
指
令
）
が
ど
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
著
作
権
法
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
同
指
針
（
指
令
）
の
構
成
を
基
礎
に

し
て
細
か
く
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
日
本
法
と
の
比
較
法

的
考
察
も
加
え
て
い
る
。

　
（
2
）
　
E
U
法
な
い
し
E
U
と
域
外
と
の
関
係

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
、
櫻
井
論
文
、
レ
ン
ツ
論
文
、
八

谷
論
文
、
入
稲
福
論
文
、
庄
司
論
文
で
あ
る
。

　
櫻
井
論
文
は
、
長
年
に
わ
た
る
国
際
投
資
法
お
よ
び
国
際
経
済
法

に
関
す
る
筆
者
の
膨
大
か
つ
綿
密
な
研
究
の
蓄
積
を
も
と
に
、
外
国

投
資
関
連
の
国
際
取
り
決
め
に
つ
い
て
包
括
的
多
数
国
間
ル
ー
ル
が

不
成
功
に
終
わ
っ
た
後
、
主
と
し
て
二
国
問
投
資
協
定
と
い
う
形
で

発
展
し
て
き
た
経
緯
を
概
観
し
た
後
、
E
U
諸
国
が
開
発
途
上
国
と

締
結
し
て
き
た
投
資
奨
励
保
護
協
定
の
分
析
お
よ
び
評
価
を
行
い
、

E
U
レ
ベ
ル
で
の
投
資
協
定
の
可
能
性
と
利
点
に
つ
い
て
図
表
を
用

い
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。

　
入
稲
福
論
文
は
、
E
C
裁
判
所
が
E
U
（
E
C
）
法
体
系
に
お
い

て
ガ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
W
T
O

成
立
の
前
後
に
わ
た
る
同
裁
判
所
の
判
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

検
討
を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
は
ガ
ッ
ト
の
直
接
的
効
力
（
直
接
効

果
）
が
否
定
さ
れ
る
の
は
裁
判
規
範
性
が
否
認
さ
れ
る
た
め
で
あ
る

と
解
さ
れ
る
と
し
、
W
T
O
成
立
以
降
に
お
い
て
も
E
C
裁
判
所
が

ガ
ッ
ト
規
定
等
の
裁
判
規
範
性
を
否
定
し
て
い
る
点
を
、
論
旨
は
と

も
か
く
と
し
て
正
当
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

　
レ
ン
ツ
論
文
は
、
E
U
で
採
択
さ
れ
た
個
人
デ
ー
タ
処
理
に
お
け

る
個
人
保
護
に
関
す
る
指
令
の
う
ち
、
と
く
に
個
人
デ
ー
タ
の
第
三

国
へ
の
移
転
に
係
る
規
制
の
対
米
関
係
の
側
面
に
つ
い
て
扱
っ
て
い

る
。
「
充
分
な
保
護
水
準
」
を
満
た
し
て
い
な
い
と
欧
州
委
員
会
が

判
断
す
る
第
三
国
へ
の
デ
ー
タ
移
転
に
は
当
該
個
人
の
同
意
が
必
要

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
民
間
自
主
規
制
が
中
心
で
あ
る
結
果
、
こ

の
点
で
E
U
の
規
制
と
齪
齪
が
生
じ
る
た
め
、
両
者
問
で
「
安
息

所
」
（
ω
亀
Φ
富
吾
o
弩
）
に
基
づ
く
自
主
規
制
と
政
府
に
よ
る
監
督

お
よ
び
制
裁
が
合
意
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
前
掲
指
令
の
域
外
効
果
に
関
す
る
他
の
問
題

に
つ
い
て
も
筆
者
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
八
谷
論
文
は
、
政
治
学
者
の
視
点
か
ら
、
E
U
ー
ト
ル
コ
関
係
を

歴
史
的
に
概
観
し
た
後
、
E
U
が
ど
の
よ
う
に
極
め
て
短
期
間
の
う

ち
に
ト
ル
コ
を
加
盟
候
補
国
と
し
て
認
定
す
る
に
至
っ
た
か
に
つ
い
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て
、
そ
の
経
緯
を
つ
ぶ
さ
に
明
ら
か
に
し
、
「
E
U
が
掲
げ
る
『
加

盟
基
準
』
が
政
治
的
判
断
を
普
遍
的
に
装
わ
せ
る
装
置
」
で
あ
る
と

喝
破
し
て
い
る
。

　
庄
司
論
文
は
、
E
U
（
E
C
）
法
の
下
に
お
け
る
人
権
保
護
に
つ

い
て
、
従
来
E
C
裁
判
所
の
判
例
の
分
析
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
E
U
外
の
司
法
機
関
で
あ
る
欧
州
人
権
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に

E
C
裁
判
所
を
補
完
し
う
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
を
行
っ
て
い

る
。
人
権
裁
判
所
は
E
U
市
民
が
E
U
（
E
C
）
に
よ
り
人
権
を
侵

害
さ
れ
、
E
C
裁
判
所
に
よ
る
救
済
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
「
同
等

の
保
護
」
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
人
権
条
約
締
約
国
た
る
E

U
加
盟
国
の
責
任
を
問
う
こ
と
で
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
欧
州
統
合

に
よ
る
国
家
主
権
の
委
譲
は
、
欧
州
人
権
条
約
に
基
づ
く
国
家
の
責

任
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
。

　
（
3
）
　
E
U
法
な
い
し
E
U
の
内
部
に
関
わ
る
問
題

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
、
遠
藤
論
文
と
角
田
論
文
で
あ
る
。

　
遠
藤
論
文
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
E
U
の
立
憲
原
理
と
し

て
樹
立
さ
れ
た
補
完
性
原
理
に
つ
い
て
政
治
学
的
視
点
か
ら
深
い
考

察
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
補
完
性
原
理
を
主
権
概
念
に
対
す

る
対
抗
原
理
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
概
念
史
的
系
譜
を
丹
念
に
た
ど

っ
た
後
、
E
U
統
合
の
文
脈
に
お
け
る
補
完
性
原
理
の
政
治
的
意
義

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
角
田
論
文
は
、
欧
州
統
合
一
般
の
発
展
に
つ
い
て
紙
数
を
割
い
た

後
、
欧
州
レ
ベ
ル
に
お
け
る
知
的
財
産
法
の
形
成
お
よ
び
国
際
的
発

展
の
影
響
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
い
る
。

　
（
4
）
　
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
関
連
す
る
問
題

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
、
石
川
論
文
、
鈴
木
論
文
、
森
川

論
文
、
小
西
論
文
で
あ
る
。

　
石
川
論
文
は
、
外
国
の
離
婚
判
決
と
そ
の
付
随
裁
判
に
関
す
る
ド

イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介
し
、
ま
た
、
外
国
離
婚
判
決

を
国
内
で
承
認
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
で
異

な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
外
国
離
婚
判
決
と
付
随
裁
判
に
つ

い
て
前
掲
判
決
を
中
心
に
日
本
法
と
の
比
較
法
的
考
察
を
行
っ
て
い

る
。　
鈴
木
論
文
は
、
ス
ポ
ー
ツ
独
占
放
送
権
に
端
を
発
す
る
ド
イ
ツ
の

短
時
間
ニ
ュ
ー
ス
報
道
権
の
立
法
経
緯
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断

を
詳
細
に
紹
介
し
て
分
析
す
る
と
と
も
に
、
E
U
テ
レ
ビ
指
令
改
正

に
伴
う
放
送
州
際
協
定
改
正
に
基
づ
く
イ
ベ
ン
ト
・
リ
ス
ト
規
制
を

紹
介
し
て
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

　
森
川
論
文
は
、
特
許
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
手
続
と
特
許
の
無
効

を
争
う
手
続
と
が
異
な
る
た
め
、
両
手
続
を
以
下
に
調
整
す
べ
き
か

と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
特
許
権
侵
害
訴
訟
で
の

中
止
規
定
の
運
用
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
わ
が

133



法学研究75巻9号（2002：9）

国
に
極
め
て
有
用
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　
小
西
論
文
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
取
引
の
過
程
に
つ
い
て
、

同
国
に
お
け
る
実
務
を
踏
ま
え
つ
つ
、
売
買
契
約
書
の
例
な
ど
実
際

に
あ
げ
て
紹
介
し
て
い
る
。

　
（
5
）
　
そ
の
他
の
問
題

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
、
綱
井
論
文
と
門
田
論
文
で
あ
る
。

　
綱
井
論
文
は
、
議
会
の
公
的
活
動
と
し
て
の
議
会
間
交
流
と
い
う

視
点
か
ら
国
際
議
会
主
義
の
展
開
を
、
と
く
に
列
国
議
会
同
盟
、
国

際
連
盟
お
よ
び
国
際
連
合
に
焦
点
を
当
て
て
歴
史
的
に
概
観
し
て
い

る
力
作
で
あ
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
で
、
現
在
の
欧
州
審
議
会

（
浮
Φ
0
2
昌
亀
9
国
ξ
o
冨
）
の
議
員
総
会
お
よ
び
E
U
の
欧
州
議

会
ま
で
記
述
が
及
ん
で
い
な
い
の
が
悔
や
ま
れ
る
。

　
門
田
論
文
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
一
国
の
中
に
お
け
る
裁
判
所

の
立
場
と
は
異
な
る
国
際
的
な
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭

に
お
き
つ
つ
、
同
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
欧
州
人
権
条
約
の
目
的
論

的
解
釈
に
よ
る
積
極
主
義
的
な
解
釈
方
法
に
焦
点
を
当
て
、
O
o
一
－

自
震
事
件
を
ま
ず
紹
介
し
、
次
い
で
同
条
約
の
積
極
主
義
的
解
釈
の

諸
相
た
る
「
進
化
的
解
釈
」
、
「
自
律
的
解
釈
」
お
よ
び
「
実
効
的
解

釈
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
後
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
の
意
義
と
問

題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

4
　
結
語
－
本
書
の
意
義
－

　
従
来
の
欧
州
統
合
は
』
層
緊
密
化
す
る
連
合
」
（
E
U
条
約
お

よ
び
E
C
条
約
前
文
）
と
い
う
文
言
の
み
で
、
最
終
的
な
統
合
像
を

示
さ
な
い
ま
ま
、
共
同
市
場
、
域
内
市
場
、
経
済
通
貨
同
盟
と
い
っ

た
具
体
的
計
画
に
よ
り
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
E
U
が
い
つ

の
ま
に
か
肥
大
化
し
、
市
民
不
在
の
と
こ
ろ
で
決
定
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
批
判
が
次
第
に
強
く
な
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
五
月
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
ぢ
甲

9
衝
コ
の
3
R
）
ド
イ
ツ
外
相
の
演
説
に
お
け
る
欧
州
連
邦
構
想
を

契
機
と
し
て
、
最
終
的
な
欧
州
統
合
像
を
明
確
に
提
示
し
、
E
U
と

加
盟
国
の
間
の
権
限
関
係
を
画
定
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

　
こ
れ
は
、
二
ー
ス
条
約
（
未
発
効
）
附
属
「
欧
州
連
合
の
将
来
に

係
る
宣
言
」
に
よ
り
二
〇
〇
四
年
に
新
た
な
条
約
改
正
の
た
め
の
政

府
間
会
議
（
I
G
C
）
が
招
集
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
に

（
1
9
）

よ
り
、
に
わ
か
に
E
U
の
現
実
の
政
治
的
議
題
と
し
て
登
場
す
る
に

至
り
、
二
〇
〇
一
年
末
に
欧
州
理
事
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
「
ラ
ー

ケ
ン
宣
言
」
に
基
づ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
二
月
末
に
は
欧
州
議
会
お

よ
び
国
内
議
会
か
ら
の
多
数
の
代
表
を
含
む
欧
州
諮
問
会
議
（
§
o

国
震
8
①
き
9
薯
窪
ユ
睾
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
同
会
議
の
任
務
は
次
期
I
G
C
（
二
〇
〇
四
年
開
催
予
定
）
の
議
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論
の
出
発
点
と
な
る
最
終
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
達
成
さ
れ
る
場
合
に
は
勧
告
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
。
な

お
、
同
会
議
の
下
、
六
つ
の
作
業
部
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
補
完
性
」
部
会
、
「
基
本
権
憲
章
・
欧
州
人
権
条
約
加
入
」

部
会
、
「
E
U
の
法
人
格
」
部
会
、
「
国
内
議
会
の
役
割
」
部
会
、

「
補
充
的
権
能
（
9
ヨ
巳
o
B
讐
蜜
q
8
ヨ
需
房
民
窃
）
」
部
会
お
よ

び
「
経
済
統
治
」
部
会
で
あ
る
。

　
評
者
は
、
本
書
の
意
義
は
、
筆
者
一
同
が
意
識
し
て
い
よ
う
と
い

ま
い
と
、
こ
の
「
欧
州
の
将
来
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
関
わ
り
に
あ

る
、
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
各
論
文
は
E
U
で
現
在
議
論

さ
れ
て
い
る
問
題
に
有
意
な
視
点
ま
た
は
論
点
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
第
一
に
、
補
完
性
原
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

遠
藤
論
文
が
E
U
に
お
け
る
同
原
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
極
め
て
質

の
高
い
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
レ
ス
論
文
お
よ
び
鈴
木

論
文
は
補
完
性
原
理
が
E
U
と
国
家
の
間
だ
け
で
な
く
、
地
域

（
州
）
と
の
関
係
で
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め

て
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
E
U
と
加
盟
国
の
間
で
ど
の
よ
う
に
権
限
関
係
を
画
定

す
べ
き
か
と
い
う
争
点
に
つ
い
て
は
、
岡
田
論
文
は
ド
イ
ツ
に
お
け

る
「
国
家
性
の
保
持
」
と
い
う
議
論
を
提
示
し
、
い
か
な
る
問
題
が

横
た
わ
っ
て
い
る
か
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
櫻
井
論
文
で
は
共

同
体
投
資
協
定
の
利
点
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
共
通
通
商
政
策
が
主

と
し
て
物
の
貿
易
に
関
わ
る
と
こ
ろ
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
等
だ
け
で
な

く
投
資
に
関
す
る
権
限
の
E
U
（
E
C
）
へ
の
明
示
的
付
与
に
つ
い

て
も
検
討
す
る
よ
う
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
E
U
に
お
け
る
国
内
議
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
安
江

論
文
は
フ
ラ
ン
ス
の
例
を
引
き
つ
つ
、
「
欧
州
議
会
の
権
限
強
化
と

並
行
し
て
、
よ
り
長
い
歴
史
を
有
し
完
成
度
の
高
い
民
主
的
機
関
で

あ
る
国
家
議
会
を
何
ら
か
の
形
で
E
U
の
意
思
決
定
と
リ
ン
ク
さ
せ

て
い
く
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
国
家
議
会
は
、
国
家

の
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
し
て
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、

E
U
と
し
て
の
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
直
接
的
な
影
響
を
も

た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
、
E
U
と
し
て
と
り
う
る
一

つ
の
道
筋
を
示
し
て
い
る
。
綱
井
論
文
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え

る
際
の
歴
史
的
背
景
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

　
第
四
に
、
二
〇
〇
〇
年
末
に
政
治
的
宣
言
と
し
て
採
択
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

「
E
U
基
本
権
憲
章
」
を
ど
の
よ
う
に
E
U
（
E
C
）
条
約
に
挿
入

す
べ
き
か
と
い
う
争
点
に
つ
い
て
は
、
庄
司
論
文
は
欧
州
人
権
条
約

お
よ
び
同
人
権
裁
判
所
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
門
田
論
文
で
検
討
さ

れ
た
欧
州
人
権
裁
判
所
の
解
釈
方
法
も
参
考
と
な
る
。
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以
上
は
「
欧
州
の
将
来
」
と
の
関
連
に
お
い
て
参
考
と
な
る
例
に

す
ぎ
ず
、
本
書
の
他
の
論
文
も
E
U
と
は
何
か
を
考
え
る
う
え
で
極

め
て
興
味
深
い
論
点
を
示
す
秀
作
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
E
U

が
民
事
司
法
協
力
を
進
め
る
中
、
石
川
論
文
、
小
橋
論
文
、
渡
辺
論

文
、
角
田
論
文
お
よ
び
小
西
論
文
は
、
国
内
法
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら

な
い
E
U
レ
ベ
ル
で
の
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ン
ツ
論

文
お
よ
び
入
稲
福
論
文
は
今
後
の
E
U
の
対
外
関
係
を
考
え
る
う
え

で
重
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
八
谷
論
文
は
現
在
の
E
U
拡
大
が
主
と

し
て
中
東
欧
諸
国
と
の
関
係
で
進
め
ら
れ
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
よ

り
広
い
視
野
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
レ
ス
教
授
の
撒
い
た
種
が
日
本
で
結
実
し
て
い
る
こ
と

の
証
左
で
あ
り
、
日
本
に
お
け
る
E
U
法
研
究
の
レ
ベ
ル
・
ア
ッ
プ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
同
教
授
の
代
表
的
著
作
と
し
て
『
訴
訟
上
の
和
解
の
研
究
』
慶

鷹
通
信
（
一
九
六
六
年
）
、
『
ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
の
改
正
』
信
山
社

　
（
一
九
九
八
年
）
、
『
調
停
法
学
の
す
す
め
　
A
D
R
私
論
』
信
山
社

　
（
一
九
九
九
年
）
等
が
あ
る
。

（
2
）
　
評
者
が
E
U
と
し
て
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
論
文
を
執
筆
す

　
る
際
、
レ
ス
教
授
か
ら
賜
っ
た
論
文
が
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。

　
0
8
菌
即
①
の
の
）
．
．
H
斡
象
①
国
信
8
℃
注
ω
o
げ
o
d
三
〇
昌
①
言
①
甘
ユ
ω
二
ω
・

3
Φ
評
あ
o
蔦
、
．
）
肉
ミ
訪
山
Φ
島
庶
マ
一
8
μ
ψ
ミ
、
拙
稿
「
欧
州
連

合
（
E
U
）
の
国
際
法
人
格
」
『
貿
易
と
関
税
』
二
〇
〇
二
年
七
月
、

六
九
－
七
三
頁
お
よ
び
拙
稿
「
欧
州
連
合
（
E
U
）
の
国
際
法
人
格

ー
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
以
降
を
中
心
に
ー
」
、
横
田
洋
三
・
山
村

恒
雄
編
著
『
現
代
国
際
法
と
国
連
・
人
権
・
裁
判
』
（
仮
題
）
国
際

書
院
、
二
〇
〇
二
年
（
刊
行
予
定
）
所
収
参
照
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
本
書
所
収
の
拙
稿
「
E
U
（
E
C
）
法
秩
序
に
お
け

　
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
役
割
ー
マ
シ
ュ
ー
ズ
判
決
1
」
で
主
に
扱
っ

　
た
マ
シ
ュ
ー
ズ
判
決
に
お
い
て
も
レ
ス
教
授
は
判
事
と
し
て
加
わ
っ

　
て
お
り
、
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

1716151413121110987654）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　　）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　 ）　　　）

近
畿
大
学
法
学
部
助
教
授
。

和
光
大
学
経
済
学
部
助
教
授
。

衆
議
院
国
際
部
国
際
会
議
課
勤
務
。

立
命
館
大
学
政
策
科
学
部
助
教
授
。

九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
法
学
府
専
任
講
師
。

濁
協
大
学
法
学
部
教
授
。

青
山
学
院
大
学
法
学
部
教
授
。

神
戸
学
院
大
学
法
学
部
助
教
授
。

琉
球
大
学
法
文
学
部
教
授
。

広
島
大
学
法
学
部
教
授
。

福
岡
女
子
大
学
文
学
部
助
教
授
。

平
成
国
際
大
学
法
学
部
専
任
講
師
。

平
成
国
際
大
学
法
学
部
専
任
講
師
。

平
成
国
際
大
学
法
学
部
助
教
授
。

136



（
1
8
）
　
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
附
属
高
等
法
政
セ
ン
タ
ー
助

教
授
。

（
1
9
）
　
二
ー
ス
条
約
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
二
ー
ス
条

約
（
E
U
）
の
概
要
と
評
価
」
『
横
浜
国
際
経
済
法
学
』
第
一
〇
巻

　
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三
五
－
九
一
頁
参
照
。

（
2
0
）
　
E
U
基
本
権
憲
章
に
つ
い
て
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
レ
ス
（
入
稲
福

智
訳
）
「
E
U
基
本
権
憲
章
と
権
利
保
護
」
『
平
成
法
政
研
究
』
第
六

巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
九
一
－
一
二
二
頁
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
E

　
U
基
本
権
憲
章
に
関
す
る
序
論
的
考
察
」
『
横
浜
国
際
経
済
法
学
』

　
一
－
二
三
頁
参
照
。

（
2
1
）
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
一
百
、
慶
鷹
義
塾
大
学
に
お
い
て
、
石

　
川
明
教
授
主
宰
の
下
、
レ
ス
教
授
六
五
歳
誕
生
日
記
念
論
文
集
献
呈

　
式
が
行
わ
れ
た
。

　
（
信
山
社
・
二
〇
〇
一
年
・
A
5
版
・
四
一
四
頁
・
一
万
二
千
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
司
　
克
宏

紹介と批評
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